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ï2ð 子会社の取締役の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
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る経営上の重要な意思決定事項に関しては、社則に基づき、当社主管部門と当該子会社との間で事
前協議のうえ、決定しています。

６. 当社監査役による監査の適正性確保に関する取り組み
①監査役の職務の執行を補助するため、専任の使用人を２名配置し、これらの使用人の人事異動・人
事評価・懲戒処分等については、監査役会の事前の同意を得たうえで行っています。

②監査役は、当社の重要な会議体に出席しており、取締役及び使用人は、会社経営及び事業運営上の
重要事項並びに職務遂行状況等を当該会議体を通じて監査役会へ報告しているほか、社則に基づき、
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３．重要な会計方針
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券
イ　満期保有目的の債券
　主として償却原価法（定額法）を採用しています。

ロ　その他有価証券
時価のあるもの
　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
主として移動平均法により算定）を採用しています。
時価のないもの
　主として移動平均法による 定）を採用していま∵
　主と失w仔∵ 、⑴　初の賊しう要な札の賊しなび評価方法

　主ｒ法（同定）を採用していまじ




























